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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 17,934 19,422 18,483 23,463 22,097

経常利益（百万円） 1,546 2,863 1,829 3,904 2,769

当期純利益（百万円） 379 1,683 1,042 2,202 1,562

純資産額（百万円） 14,649 16,150 17,791 23,702 24,020

総資産額（百万円） 22,180 26,005 26,718 32,852 32,455

１株当たり純資産額（円） 719.83 787.47 867.91 947.16 960.07

１株当たり当期純利益（円） 15.15 80.62 48.65 98.66 62.45

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
－ 76.14 43.35 － －

自己資本比率（％） 66.0 62.1 66.6 72.1 74.0

自己資本利益率（％） 2.56 10.93 6.14 10.61 6.55

株価収益率（倍） 47.25 10.95 20.02 11.43 9.43

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
712 2,895 1,209 2,086 3,150

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△895 △3,395 △747 △3,203 △1,569

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△963 1,310 △710 1,659 △308

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
1,305 2,118 1,971 2,524 3,716

従業員数

(ほか、平均臨時雇用者数)

(人)

602

(113)

593

(104)

601

(106)

609

(109)

630

(111)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。

２．第56期、第59期及び第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため

記載していません。

３．第59期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用していま

す。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 16,347 18,464 17,160 22,065 20,627

経常利益（百万円） 1,185 2,454 1,519 3,077 1,974

当期純利益（百万円） 704 1,418 812 1,683 1,116

資本金（百万円） 3,262 3,262 3,262 4,966 4,966

発行済株式総数（千株） 21,273 21,273 21,273 25,042 25,042

純資産額（百万円） 13,931 15,182 16,621 22,015 21,898

総資産額（百万円） 21,366 24,871 25,412 31,150 29,859

１株当たり純資産額（円） 685.34 740.87 811.66 879.74 875.23

１株当たり配当額

(うち１株当たり中間配当額)

(円)

16.00

(8.00)

18.00

(8.00)

16.00

(8.00)

20.00

(8.00)

16.00

(8.00)

１株当たり当期純利益（円） 31.40 68.32 38.36 75.43 44.60

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
－ 64.52 34.20 － －

自己資本比率（％） 65.2 61.0 65.4 70.7 73.3

自己資本利益率（％） 5.07 9.75 5.11 8.71 5.08

株価収益率（倍） 22.80 12.93 25.39 14.95 13.21

配当性向（％） 50.95 26.35 41.71 26.52 35.87

従業員数

(ほか、平均臨時雇用者数)

(人)

508

(84)

495

(79)

498

(77)

495

(83)

505

(87)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。

２．第56期、第59期及び第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため

記載していません。

３．第57期の１株当たり配当額には、創業80周年の記念配当２円を含んでいます。

４．第59期の１株当たり配当額には、特別配当４円を含んでいます。

５．第59期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用していま

す。
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２【沿革】

　当社は、大正13年５月、創業者、岩波嘉重が船舶用レシプロエンジンのシリンダーグランド用としてセミメタリック

製ピラーパッキンを考案し、日本ピラー工業所を創設したのが前身です。

年月 経過

大正13年５月 神戸市灘区に日本ピラー工業所を創設

15年８月 大阪市淀川区(現・本社所在地)に工場を新設、工業用漏止めパッキンの本格的生産を開始

昭和７年６月 自動車用及び船舶エンジン用ガスケットの生産を開始

23年５月 株式会社に改組し、資本金２百万円で日本ピラー工業㈱を設立

23年10月 東京出張所（現・東京支店）を開設

26年４月 わが国で最初にメカニカルシール（軸封装置）を開発し、生産を開始

27年10月 高温・高圧管フランジ用バーチカルガスケットを開発

27年10月 ふっ素樹脂製品（商品名ピラフロン）の生産を開始

38年３月 ガスケット事業部を分離、大阪ガスケット工業㈱に現物出資し日本ガスケット㈱を設立

42年９月 兵庫県三田市に三田工場を新設

47年４月 ピラー不動産㈱（現・北陸ピラー㈱）を設立（現・連結子会社）

52年５月 ピラーサービス販売㈱を設立（現・連結子会社）

55年３月 日高精工㈱（現・連結子会社）に資本参加

57年７月 中部ピラーサービス販売㈱を設立（現・連結子会社）

59年５月 大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄に上場

60年５月 ピラー電子工業㈱を設立

62年４月 敦賀ピラー㈱を設立（平成２年11月北陸ピラー㈱に商号変更）

62年４月 東京ピラー㈱を設立（現・連結子会社）

平成元年４月 ピラー電子工業㈱とピラー不動産㈱を合併し、ピラー産業㈱に社名変更

元年10月 京都府福知山市に福知山工場を新設

２年12月 ピラーテック㈱（現・ピラーエンジニアリングサービス㈱）を設立（現・連結子会社）

５年６月 シンガポールに東南アジアの販売拠点として日本ピラーシンガポール㈱を設立（現・連結子会

社）

６年６月 プロテック㈱（現・日本ピラー九州㈱）を設立（現・非連結子会社）

６年12月 エヌピイ工業㈱を設立（現・連結子会社）

７年９月 大阪証券取引所市場第二部特別指定銘柄の解除を受け大阪証券取引所市場第二部に上場

８年４月 関東ピラーエンジニアリングサービス㈱を設立（現・連結子会社）

９年２月 台湾においてリエンフーラバープロダクツリミテッドとの合弁会社リエンフーピラー㈱を設立

（現・連結子会社）

11年９月 米国に日本ピラーアメリカ㈱を設立（現・連結子会社）

13年１月 東京証券取引所市場第二部に上場

13年３月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部に上場

13年６月 リエンフーピラー㈱（現・台湾ピラー工業㈱）を１００％出資子会社とするため、リエンフーラ

バープロダクツリミテッド保有の全株式を追加取得

15年11月 大豊工業㈱による日本ガスケット㈱の株式の株式公開買付けに応じ、株式のすべてを譲渡

15年12月 中華人民共和国に蘇州ピラー工業有限公司を設立（現・非連結子会社）

17年２月 熊本県合志市に九州工場を新設

17年３月 山陽ピラーエンジニアリングサービス㈱を設立（現・連結子会社） 

18年１月 ピラー産業㈱が北陸ピラー㈱を吸収合併し、商号を北陸ピラー㈱に変更

18年11月 ピラーテクノ㈱を設立（現・非連結子会社）

19年４月 中華人民共和国に上海ピラートレーディング有限公司を設立（現・非連結子会社）
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３【事業の内容】

　当社グループは、当社（日本ピラー工業株式会社）、子会社17社及び関連会社１社で構成されており、メカニカル

シール製品、グランドパッキン・ガスケット製品及びピラフロン製品（ふっ素樹脂製品）を主力製品とした流体制御

関連機器製品の製造販売を行っています。これらの製品は半導体・液晶をはじめとして船舶、自動車、電力、石油、化

学、土木建築、食品、医薬品などの幅広い産業分野の重要機能部品として不可欠であり、得意先は産業界の広範囲にわ

たっています。また、その他として不動産賃貸業、保険代理業を行っています。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業部門の関連は、次のとおりであります。

　なお、当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しています。

(1）流体制御関連機器事業………………主要な製品はメカニカルシール製品、グランドパッキン・ガスケット製

品、ピラフロン製品等であります。

メカニカルシール製品……………………当社が製造・販売するほか、製造については、国内では日高精工㈱が、海

外では台湾ピラー工業㈱、蘇州ピラー工業有限公司及び韓国ピラー工業

㈱が行っています。

また、国内の一部の得意先については子会社のピラーサービス販売㈱他

６社、アジア地域においては日本ピラーシンガポール㈱及び上海ピラー

トレーディング有限公司を通じ、北米地域においては日本ピラーアメリ

カ㈱を通じて販売しています。

グランドパッキン・ガスケット製品……当社が製造・販売するほか、製造については、海外では蘇州ピラー工業

有限公司及び韓国ピラー工業㈱で行っています。

また、国内の一部の取引先については子会社のピラーサービス販売㈱他

６社、アジア地域においては日本ピラーシンガポール㈱及び上海ピラー

トレーディング有限公司を通じ、北米地域においては日本ピラーアメリ

カ㈱を通じて販売しています。

ピラフロン製品……………………………当社が製造・販売するほか、製造については、国内ではエヌピイ工業㈱

及び日高精工㈱が、海外では台湾ピラー工業㈱が行っています。

また、国内の一部の得意先については子会社のピラーサービス販売㈱他

６社、アジア地域においては日本ピラーシンガポール㈱及び上海ピラー

トレーディング有限公司を通じ、北米地域においては日本ピラーアメリ

カ㈱を通じて販売しています。

(2）その他事業……………………………主な業務内容は、オフィスビルの賃貸業及び保険代理業であります。

北陸ピラー㈱は当社名古屋支店他が入居しているオフィスビルの賃貸

業を、エヌピイ産業㈱は火災、傷害及び自動車保険の代理業を行ってい

ます。

当社グループ主要製品における主な用途及び使用箇所

事業部門 主な用途 主な使用箇所

メカニカルシール製品 ポンプ・攪拌機
ケミカル（石油関連含む）プラントでの流体移送用ポンプ

原子力発電所における再循環ポンプ

グランドパッキン・ガス

ケット製品

バルブ・ポンプ

配管接続部

火力発電所での高温・高圧バルブ

ケミカルプラントでの大気汚染防止用バルブ

自動車排気管接続部

火力・原子力発電所における配管接続部

ピラフロン製品
薬液用配管部

バルブ・ポンプ

半導体製造装置用配管

産業機器用バルブ・ポンプ

［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

連結子会社      

ピラーサービス販売㈱ 堺市堺区 10

流体制御関連機器

製品の販売及び補

修

100.0
当社製品の販売

役員の兼任 ２名

中部ピラーサービス販

売㈱

名古屋市

熱田区
10

流体制御関連機器

製品の販売
100.0

当社製品の販売

役員の兼任 ２名

東京ピラー㈱
川崎市

川崎区
10 同上 100.0

当社製品の販売

役員の兼任 ２名

北陸ピラー㈱

福井県敦賀

市

大阪市淀川

区

40

流体制御関連機器

製品の販売

不動産の賃貸

100.0

当社製品の販売

当社名古屋支店事務所賃貸

役員の兼任 ３名

設備資金の貸付　472百万円

ピラーエンジニアリン

グサービス㈱

岡山県

倉敷市
10

流体制御関連機器

製品の販売及び補

修

100.0
当社製品の販売

役員の兼任 ２名

関東ピラーエンジニア

リングサービス㈱

千葉県

市原市
30 同上 100.0

当社製品の販売

役員の兼任 ２名

山陽ピラーエンジニア

リングサービス㈱

山口県 

周南市
30 同上 100.0

当社製品の販売 

役員の兼任 ２名

運転資金の貸付　10百万円

エヌピイ工業㈱

 （注）

兵庫県神崎

郡

福崎町

10
流体制御関連機器

製品の製造
100.0

当社製品の製造

役員の兼任 １名

日高精工㈱

（注）

兵庫県

三田市
36 同上 100.0

当社製品の製造

役員の兼任 １名

運転資金の貸付　132百万円

台湾ピラー工業㈱
中華民国

台北市

61,000

千NT$

流体制御関連機器

製品の製造・販売
100.0

 当社製品の製造及び販売

役員の兼任 ２名

債務保証　４百万円

日本ピラーシンガポー

ル㈱

シンガポー

ル国

シンガポー

ル市

900

千S$

流体制御関連機器

製品の販売及び補

修

100.0 当社製品の販売

日本ピラーアメリカ㈱

米国

カリフォル

ニア州

800

千US$

流体制御関連機器

製品の販売
100.0 当社製品の販売

　（注）特定子会社に該当しています。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年３月31日現在

事業部門 従業員数（人）

１．流体制御関連機器事業  

メカニカルシール 91　( 20)

グランドパッキン・ガスケット 25　( 12) 

ピラフロン 71　( 19) 

共通部門  

開発・技術部門 131　( 20) 

生産部門 74　( 24) 

販売部門 173　( 13)　

管理部門 65　(  2) 

２．その他事業  

不動産賃貸 -　(  1) 

合計 630　(111) 

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しています。

(2）提出会社の状況

　 平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

505（87）  39.5  16.2 6,168,823

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しています。

２．平均年間給与は、給与＋賞与額の平均です。

(3）労働組合の状況

　当社の労働組合は、日本ピラー工業労働組合と称し企業内組合で、上部団体に加入していません。

　会社との関係は円満に推移し特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、年前半は企業収益の改善を背景に設備投資の増加や底堅い個人消費に支え

られながら、息の長い緩やかな景気回復基調がつづきましたが、昨年夏に表面化したサブプライム問題による金融市

場の混乱につづき、原油価格の高騰、株価の低迷、急激な円高など、年後半に入り景気の先行きに対する不透明感が高

まってきました。 

　このような環境の中、当社グループの中核のひとつでありますシール製品におきましては、企業間の受注獲得競争の

激化は続いているものの、活況を呈している船舶分野をはじめ各市場への積極的な販売活動を展開し、事業基盤の強

化に努めました。

　もうひとつの中核であります半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品は、半導体市況の回復遅延による

半導体メーカーの設備投資延期の影響を受け、厳しい状況となりました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は２２０億９７百万円（前年同期比５．８％減）となりました。利益面では、営

業利益は２６億４２百万円（前年同期比３０．２％減）、経常利益は２７億６９百万円（前年同期比２９．０％

減）、当期純利益につきましては、１５億６２百万円（前年同期比２９．０％減）となりました。 

当期の製品部門別の売上高は次のとおりであります。

 ＭＳ製品部門（メカニカルシール製品部門）

　受注獲得競争はますます激化しているものの、電力などエネルギー分野や船舶、食品、メディカル、石油化学・石油精

製の各分野への受注活動を強化するとともに、半導体・液晶関連業界向けの新用途製品の受注増もあり、売上高は６

５億７１百万円（前年同期比９．６％増）となりました。

ＧＰ製品部門（グランドパッキン・ガスケット製品部門） 

　電力業界、ケミカル業界の定期検査の延長や保守費用の削減傾向が続くなかで、ノンアスベスト製品の需要が一巡し

たこともあり、売上高は４４億９１百万円（前年同期比１．０％減）となりました。 

ＰＦ製品部門（ピラフロン製品部門） 

　半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品の受注環境低迷に加え、建築基準法改正の影響を受けた建設業

界向け免震関連製品の受注も低調に推移したため、売上高は１０９億４６百万円（前年同期比１４．７％減）となり

ました。 

その他部門（不動産賃貸） 

　その他部門の売上高は８７百万円（前年同期比２．３％減）となりました。 
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー３１億５０百万円

（前年同期比５１．０％増）に対し投資活動によるキャッシュ・フロー△１５億６９百万円（前年同期比５１．

０％増）であり財務活動によるキャッシュ・フローは△３億８百万円（前年同期比１１８．６％減）となりました。

その結果、現金及び現金同等物は１１億９１百万円増加し、期末残高は３７億１６百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは３１億５０百万円であり、前連結会計年度に比べて１０億

６４百万円増加しました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益の減少１３億８百万円及び法人税等の支払額が

２１億４８百万円増加しましたが、売上債権が４２億６９百万円減少したことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△１５億６９百万円でありその主な要因は有形・無形固定

資産の取得による支出△２７億４２百万円（前連結会計年度は△８億７４百万円）であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△３億８百万円となりました。前連結会計年度に比べ１９

億６８百万円減少していますが前連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローには株式の発行による収入１

３億９６百万円及び自己株式の売却による収入９億３９百万円が含まれています。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当連結会計年度における流体制御関連機器事業の生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。

品名 金額（百万円） 前年同期比（％）

メカニカルシール 6,153 11.5 

グランドパッキン・ガスケット 3,609 △1.8 

ピラフロン 10,326 △20.1 

合計 20,089 △9.2 

　（注）１．金額は販売価格によっています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2）受注状況

　当連結会計年度における流体制御関連機器事業の受注状況を製品別に示すと、次のとおりであります。

品名 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

メカニカルシール 6,755 7.6 1,131 19.5 

グランドパッキン・ガスケット 4,508 △1.2 268 7.1 

ピラフロン 10,722 △16.4 1,042 △17.7

合計 21,986 △7.1 2,442 △0.9

　（注）１．金額は販売価格によっています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(3）販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 金額（百万円） 前年同期比（％）

１．流体制御関連機器事業   

メカニカルシール 6,571 9.6 

グランドパッキン・ガスケット 4,491 △1.0 

ピラフロン 10,946 △14.7 

２．その他 87 △2.3

合計 22,097 △5.8 

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。

相手先

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金額 (百万円) 割合（％） 金額 (百万円) 割合（％）

 大日本スクリーン製造㈱ 2,874 12.3 2,598 11.8

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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３【対処すべき課題】

(1）　今後の見通しにつきましては、サブプライムローンに端を発した米国経済を中心に、世界経済は下振れリスクが高

まっており、加えて原油価格の高止まりや素材価格の高騰の影響が見込まれるなど、収益環境は一層の不透明感が続

くものと予想されます。

このような環境の中、産業機器分野向けシール製品は、価格競争の激化が見込まれているものの、新規プラント案件

の受注獲得、新たな海外拠点設置の検討、新市場、新用途製品の開発など、国内外で積極的に営業活動をしてまいりま

す。また、半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品は、新たな製品開発などにより需要の掘り起こしに努め

てまいります。加えて、安定した業容の拡大を目指し、新市場の創造、新事業の早期確立や、常なるコスト削減に取り組

み、国内外の関係会社との連携を強化し、グループ収益力、コスト競争力を高めてまいります。

当社グループは、これらを推し進めていくのはすべて人の力であると認識しており、専門的な技術と広い視野を持

ち、国内外を問わず活躍できる人づくりに努めてまいります。また、事業を通して社会への責任を果たすとともに、企

業価値や経営品質の向上を目指して、ＣＳＲ経営に積極的に取り組んでまいります。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

  ①基本方針

  当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ならびに株主共同の利益を継続的

かつ持続的に確保、向上させていく必要があると考えております。仮に当社株式の大量取得を目的とする買付けが

行われた場合、それに応じるか否かは最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきでありますが、不当な目的に

よる企業買収である場合には、企業価値および株主共同の利益を守ることが経営者の責務であると考えます。した

がいまして、株主の皆様が判断するにあたって十分な情報が提供されることが極めて重要であり、大量買付者の事

業内容、将来の事業計画および過去の投資行動から、当該買付行為または買収提案が企業価値ならびに株主共同の

利益に与える影響を慎重に検討していく必要があると考えます。

②具体的な取組み内容

　当社は、顧客本位の視点が最重要と認識し、これを追求することにより既存事業の拡充や新しい事業分野への展開

を通して、更なる成長と企業価値の向上を目指しております。その実現に向けて、新中期経営計画「ＢＴvision０９

（ブレークスルービジョンゼロキュウ）」を平成19年４月にスタートさせております。具体的には、1) 新市場の開

拓と新製品の投入、2) 国内外販売拠点の拡充、3) ビジネスパートナーとの協力による新事業分野の創造、4) ローコス

トオペレーションを目指した生産体制の再構築、5) それを支える人材の育成などに取り組んでいきます。

　また、取締役の経営責任の明確化、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の構築をはかるべく取締

役の任期を１年とし、コーポレートガバナンスを強化いたします。さらに株主の皆様から付託された経営者として、

当社株式の取引や株主の移動状況を注視するとともに有事対応マニュアルを整備し、大量買付けを意図する買付者

が現れた場合、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。

③基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

　平成20年５月９日開催の当社取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラ

ン」といいます。）」を導入することを決議し、平成20年６月27日開催の当社第６０回定時株主総会にて承認を得て

おります。

　具体的内容は以下のとおりです。

a．本プラン導入の目的

当社取締役会は、当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を

確保するために、本プランを導入することといたしました。

本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとと

もに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能

性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さな

い当社株券等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会

規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認

会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成さ

れる独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆様に適

時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

なお、当社は現時点において当社株券等の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。
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b．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み）

(a) 本プランに係る手続き

ⅰ． 対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取締役会

が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象としま

す。大規模買付等を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手

続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)　当社が発行者である株券等（注１）について、保有者（注２）の株券等保有割合（注３）が20％以上となる

買付け

(ⅱ)　当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株券等の株券等所有割合（注６）

及びその特別関係者（注７）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

注（１）金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。な

お、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の

制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締

役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する

法令等の各条項に読み替えられるものとします。

（２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれ

る者を含みます。

 （３）金融商品取引法第27条の23第４項に定義されます。以下同じとします。

 （４）金融商品取引法第27条の２第１項に定義されます。以下(ⅱ)において同じとします。

 （５）金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。

 （６）金融商品取引法第27条の２第８項に定義されます。以下同じとします。

 （７）金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げ

る者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２

項で定める者を除きます。以下同じとします。

ⅱ．「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等

に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいま

す。）を当社の定める書式により提出していただきます。

 具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)　買付者等の概要

(イ) 氏名及び住所又は所在地

(ロ) 代表者の役職及び氏名

(ハ) 会社等の目的及び事業の内容

(ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要

(ホ) 国内連絡先

(ヘ) 設立準拠法

(ⅱ)　買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等

の取引状況

(ⅲ)　買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の種

類及び数、並びに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買

付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等（注８）その他の目的がある場合には、

その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

注（８）金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大

量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段

の定めがない限り同じとします。

ⅲ．「本必要情報」の提供

上記ⅱ．の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に

対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいま

す。）を提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（注９）（初日不算

入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記ⅱ．(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送い
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たしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提供していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等

に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理

的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。

なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」

の一部に含まれるものとします。

(ⅰ)　買付者等及びそのグループ（共同保有者（注10）、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成

員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みま

す。）

(ⅱ)　大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画

の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定

の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。）

(ⅲ)　大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に係る

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合にお

ける当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。）

(ⅳ)　大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び関連

する取引の内容を含みます。）

(ⅴ)　大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該

第三者の概要

(ⅵ)　買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契

約又は取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契

約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)　買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間

の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等

の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)　大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)　大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係

者の処遇等の方針

(ⅹ)　当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要その

他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する

時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者

等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

注（９）営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以

下同じとします。

（10）金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条６項に基づき共同保有者

とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

ⅳ．取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の

期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以

下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ)　対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場合には最大で

60日間

(ⅱ)　その他の大規模買付等の場合には最大で90日間

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものと

し、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資

家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等か

ら提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付

者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模

買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株

主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法

について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
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ⅴ．対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記ⅳ．の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立

案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとしま

す。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者（投資銀行、証券会

社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を

得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした

場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速や

かに情報開示いたします。

(ⅰ) 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が上記ⅱ．からⅳ．までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は買付者等に

よる大規模買付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共同

の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告しま

す。なお、下記に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当

社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものとします。

（当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型）

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券

等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行っている又は行おうとしている

者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ

ウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグ

ループ会社等に移転する目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有

価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるい

は係る一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社

の株券等の取得を行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株券

等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公

開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、

事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の

条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むが

これらに限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断さ

れる場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む

当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当

該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される

場合

(ⅱ) 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

(ⅰ)に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

ⅵ．取締役会の決議

当社取締役会は、ｖ．に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、独立委員会からの勧告を受けた後速やかに対抗措置の発動又

は不発動の決議を行うものとします。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、

速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

ⅶ．対抗措置の中止又は発動の停止
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当社取締役会が上記ⅵ．の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大

規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、か

つ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でな

いと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、又は勧告の有無若しくは勧

告の内容にかかわらず、対抗措置の中止又は発動の停止を行なうものとします。

当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について、情報開示を行ないます。

ⅷ．大規模買付等の開始

買付者等は、上記ⅰ．からⅵ．に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の不発動の決

議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(b) 本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(a)ⅵ．に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上

認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることも

あります。

本新株予約権の無償割当ての概要は、下記に記載のとおりといたします。 

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(a)ⅶ．に記載のとおり、対抗措置の中

止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当て

を決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(a)ⅶ．に記載の決議を行なった

場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約

権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日ま

でにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとし

ます。

（新株予約権無償割当ての概要）

１．本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償

割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当て期日」といいま

す。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除き

ます。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数としま

す。

２．割当対象株主

割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当

社普通株式（ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき１個を上限とし

て、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てを

します。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の

数（以下「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決

議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整

を行うものとします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の

当社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途

定める額とします。

６．本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

７．本新株予約権の行使条件

(1)特定大量保有者（注11）、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者（注12）、(4)特定大量買

付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得るこ

となく譲受け若しくは承継した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者（注13）（これら

の者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとしま

す。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるも

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

有価証券報告書

16/92



のとします。

８．当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これ

と引き換えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。

非適格者が有する本新株予約権を取得するときは、これと引き換えに本新株予約権１個につき時価相当の

現金、債券等を交付する旨の定めを設ける場合があります。なお、本新株予約権の取得条件の詳細について

は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役

会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定めるものとします。

注（11）当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者、

又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の

株券等を取得・保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が

認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該

当しないこととします。

（12）公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義され

る株券等を意味します。以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条

の２第１項に定義される買付け等を意味します。以下本注において同じとします。）を行う旨の

公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとし金融商品取

引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の

特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者、又は、これに該当することとなると

当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当

社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

（13）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の

支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協

調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の

「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義され

る場合をいいます。）をいいます。

(c) 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成20年５月９日から次期定時株主総会終結の時までとし、次期定時株主総会において

承認が得られた場合には、当該有効期間を平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで延長するものとしま

す。

ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた

場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任

された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止

されるものとします。 

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの

解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上

で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

④本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではない

ことについての取締役会の判断及び判断理由

　当社は次の理由から、本プランは、基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

a．買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。
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b．当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記a．に記載のとおり、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じ

るべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保

し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

c．株主意思を重視するものであること

当社は、取締役会において決議された本プランを次期定時株主総会で決議予定であることを併せて当社取締役会

で決議しております。また、上記b．(c)に記載した通り、本プランの有効期限は次期定時株主総会終結時までであり、

次期定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議

がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの導入

及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

d．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プラン

の運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者

（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委員３名以上に

より構成されます。 

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当

社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。 

e．合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記b．(a)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設

定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

f．デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記b．(c)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつ

でも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一度に行

うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）半導体・液晶市場の変動による影響

当社グループの主力製品であるピラフロン製品は半導体製造装置及び液晶製造装置等に多く使用されております。

これら半導体・液晶業界の技術革新は非常に激しく、市場規模は短期的な周期で変動しております。当社グループで

はこれら市場変動に影響されない事業構造の確立に取組んでおりますが、予期しない市場規模の急速な縮小等により

当社グループの業績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。

(2）品質に関する影響

当社グループは、業界に先駆けて品質マネジメントシステムであるISO9001の認証を取得し、品質保証体制を確立し

て品質向上に努めております。

その結果、当社グループの製品はあらゆる分野のお客様に採用を頂いておりますが、当社グループの製品の多くは

各種設備並びに機器に組み込まれて性能を発揮する機能部品であるため、予期しない不適合の発生等により当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）海外生産・販売体制及び外国為替動向による影響

当社グループは既取引先企業の海外進出に対応するため、最適地生産体制の整備・構築、資材・加工部品の現地調

達、海外販売の強化などを推進しておりますが、進出国における予期せぬ政治・経済体制の変化、自然災害、感染症な

どが当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、海外との取引量の増加傾向に伴い、急激な為替変動が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）原材料の価格動向による影響

当社グループが生産、販売する製品の主な原材料は特殊鋼材、ふっ素樹脂などがあり、これらの原材料価格の動向が

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）技術開発に関する影響

当社グループは今後成長が見込める「新エネルギー」「情報通信」等の分野で、シール製品、半導体・液晶関連製

品に継ぐ第３の柱となるべき新製品の開発に取組んでおりますが、対象とする分野は技術革新の早さ、市場動向の急

激な変化等により特徴付けられております。また、新製品の開発と市場の評価は、複雑かつ不確実なため、急速な技術

革新、急激な市場の変化により、新製品の投入がタイムリーに行えない場合、当社グループの将来の成長と事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。

(6）訴訟等に関する影響

①当社グループは企業倫理規範を定め法令遵守に努めておりますが、何らかの要因で当社グループないしは当社関

係者が民事、刑事事件に巻き込まれるなどの他、環境、労働、知的財産に関する問題等で訴訟を提起される可能性

があります。その結果当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②当社グループは事業活動に関連して、知的所有権に関する侵害訴訟が提起されることがないよう細心の注意を

払っておりますが、現時点で、将来侵害訴訟が提起される可能性や訴訟が提起された場合、裁判所等の判決を予測

することは不可能であり、その判決内容によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③当社グループの従業員が職務に関連して発明・考案した特許等に関しては社内規程に基づき発明実施補償を

行っておりますが、今後当社グループの従業員や当社グループを退職した者から、職務発明に関する対価を不服

として訴訟を提起され、その判決結果によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7）工場の操業に関する影響

当社は兵庫県、京都府、熊本県に生産拠点をもっており、工場の保守に鋭意努力をしておりますが、直下型の大地震

などにより、工場の操業継続が困難になることや工場が甚大な被害を受け、当社グループの経営成績や業績及び財政

状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、工場の防火など事故や災害には万全を期しておりますが、火災、爆発、落雷などにより操業を一部停止せざる

を得ない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(8）原材料等の調達に関する影響

当社グループは生産活動のために多くの原材料・部品等を調達しておりますが、仕入先における資源の枯渇及び生

産能力不足による供給遅延、事業撤退による供給停止、品質不良等により当社グループの生産活動が停止又は遅延な

どの影響を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9）その他のリスク

当社グループは新製品の開発、新市場の創造による安定した収益体質の構築並びに価格競争力強化のためコスト構

造の変革などに取組んでおります。また、社内に危機管理委員会を設置しリスク管理体制の整備に努めております。

しかし、当社グループが事業を遂行するにあたり、経済環境、戦争、テロ、金融・株式市場、石綿健康被害者への補償、

主要販売先の動向、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

なお、平成18年６月に亡くなられた当社元従業員の方１名が石綿健康被害救済法に基づき、労災認定を受けられま

した。

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

当社は創業以来「流体の漏れを制御する」流体制御機器メーカーとして長年にわたり蓄積してきた密封関連製品

技術、材料技術、精密加工技術を応用した新製品の開発を進めております。

研究開発となる新事業分野は開発事業部が担当しており、情報通信分野のふっ素樹脂基板や新エネルギー関連の燃

料電池電極触媒、環境関連の浄化用光触媒など、ニッチ市場に高付加価値製品を提供すべく開発活動を行っておりま

す。

研究スタッフは約４０名であり、これらのスタッフで公的研究機関、大学、顧客との協力、交流、共同研究を積極的に

展開し、先進技術の開発を効果的に推進しております。

当連結会計年度の研究開発費は６億５２百万円であり、これは売上高の３．０％でありました。

なお、当社グループにおいて、研究開発活動は当社のみで行っております。

　また、当社では既存製品に係る改良等について技術本部が担当しており、当連結会計年度における技術費用は３億４

０百万円でありました。なお、技術本部の各分野別の状況は次のとおりであります。

(1)電子情報関連

半導体・液晶製造装置関連では、ふっ素樹脂製の大容量薬液ポンプや高機能性チューブなどの開発を進め、さら

に次世代へ向けたふっ素樹脂部品の集積化や複雑形状の成形品などの開発に取り組んでおります。

(2)産業機器関連

メカニカルシール関連では、クリーン度を要求される医薬・食品・ケミカル市場に向けて用途拡大のため、非接

触シールなどの開発に取り組んでおります。　

グランドパッキン・ガスケット関連では、経済産業省の委託を受けて産・官・学一体となったアスベスト代替製品

の安全性実証事業を完了させ、安全性・信頼性を評価するためのデータベースを作成し、高温・高圧分野で使用さ

れるノンアスベスト製品の開発に取り組んでおります。

(3)土木建築関連

建物の超高層化や大規模化に対応した大型免震支承製品の開発に取り組んでおります。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成していま

す。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　

(1)　連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおりであります。

当社グループは、退職給付引当金、税効果会計、貸倒引当金などに関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして、

合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して連結

財務諸表を作成していますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があり

ます。

(2）財政状態の分析

(流動資産)

現金及び預金は１１億８９百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が１２億２８百万円減少したこと、及び有

価証券が減少したことにより、当連結会計年度末の流動資産は前連結会計年度末と比較して１３億５百万円（６．

４％）減少し、１９０億３８百万円となりました。

(固定資産)

有形固定資産については、減価償却により１０億８６百万円減少しましたが、京都府福知山市に土地を取得するな

ど２６億７１百万円の設備投資を行った結果、前連結会計年度末と比較して１９億７４百万円増加しました。

しかし、国内株式市場における株価の低迷により当社グループが保有している株式の評価益が減少した結果、当連

結会計年度末の固定資産合計としては前連結会計年度末と比較して９億８百万円（７．３％）増加し、１３４億１７

百万円となりました。

(流動負債)

支払手形及び買掛金が４億１２百万円増加しましたが、未払法人税等が１３億７１百万円減少したことにより、当

連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比較して９億５４百万円（１３．６％）減少し、６０億８２百万円

となりました。

(固定負債)

国内関係会社の設備資金調達等により、長期借入金が３億７１百万円増加しました。当連結会計年度末の固定負債

は前連結会計年度末と比較して２億３９百万円（１１．３％）増加し、２３億５２百万円となりました。

(純資産)

当期純利益が１５億６２百万円計上されたことにより利益剰余金が１０億６２百万円増加しましたが、株式の評価

益の減少によりその他有価証券評価差額金が７億２９百万円減少しました。その結果、当連結会計年度末の純資産は

前連結会計年度末と比較して３億１７百万円（１．３％）増加し、２４０億２０百万円となりました。

なお、１株当たり純資産額は前連結会計年度末より１２円９１銭増加し９６０円０７銭となりました。

これらの結果、当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末と比較して３億９６百万円（１．２％）減少し３２

４億５５百万円となりました。

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

有価証券報告書

21/92



(3）経営成績の分析

(売上高と営業利益)

当連結会計年度の売上高は２２０億９７百万円で前連結会計年度比１３億６６百万円（５．８％）の減収となり

ました。

　これは半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品の受注環境低迷に加え、建築基準法改正の影響を受けた

建設業界向け免震関連製品の受注も低調に推移したことが主な要因であります。また、売上原価率については６６．

４％と前連結会計年度と比較して３．７ポイント悪化しました。その結果、当連結会計年度における営業利益は前連

結会計年度と比較して１１億４１百万円（３０．２％）減少し２６億４２百万円となりました。売上高営業利益率は

１２．０％で前連結会計年度と比較して４．１ポイント悪化となりました。

(営業外損益と経常利益)

営業外収益は前連結会計年度と比較して４８百万円（２３．９％）増加し２億５１百万円となり、営業外費用は前

連結会計年度と比較して４１百万円（４９．６％）増加し１億２４百万円となりました。その結果、当連結会計年度

における経常利益は前連結会計年度と比較して１１億３４百万円（２９．０％）減少し２７億６９百万円となりま

した。売上高経常利益率は１２．５％となり、前連結会計年度と比較して４．１ポイント悪化となりました。

(特別損益)

特別利益は前連結会計年度と比較して１５百万円減少し９０百万円となり、特別損失は前連結会計年度と比較して

１億５９百万円増加し１億７８百万円となりました。その結果、特別損益は純損失額８８百万円となり、前連結会計年

度の純利益額８５百万円と比較して１億７４百万円減少しております。

(当期純利益)

　経常利益の２７億６９百万円に特別損益の純損失額８８百万円を減算した結果、当連結会計年度の税金等調整前当

期純利益は２６億８１百万円となりました。これから税金費用１１億１８百万円（法人税、住民税及び事業税８億

９７百万円と法人税等調整額２億２０百万円）を控除した当連結会計年度における当期純利益は１５億６２百万円

となり、前連結会計年度と比較して６億３９百万円（２９．０％）の減少となりました。

その結果、売上高当期純利益率は７．１％となり、前連結会計年度比２．３ポイントの悪化となりました。

(4）キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については「第２〔事業の状況〕の　１〔業績等の概要〕」に記載しているとおりであ

ります。

なお、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は３７億１６百万円であり、前連結会計年度末と比較して１１億９

１百万円増加しました。

(5）財務政策

当社グループは、売上債権及びたな卸資産の圧縮等、資金の効率化を高め、内部資金を生み出すことにより借入金等

の有利子負債の残高を減少させ、総資産の圧縮を図ることによって財務基盤の健全化を進めていくことを財務政策の

基本としています。

　当連結会計年度においては、短期借入金が１億７９百万円減少しておりますが、国内関係会社の設備資金調達等によ

り長期借入金は３億７１百万円増加しております。平成20年３月31日現在の残高は短期借入金３億５百万円、長期借

入金５億１６百万円であります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、設備投資を実施しています。

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は２６億７１百万円となりました。主なものは、当社における京都府

福知山市土地購入及びエヌピイ工業㈱、日高精工㈱における新工場建設用地購入等であります。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

　 平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地) 事業部門 設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び
構築物
（百万円）

機械装置
及び運搬具
（百万円）

土地
（百万円）

(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
（百万円）

三田工場

(兵庫県三田市)

流体制御

関連機器

メカニカルシール

グランドパッキン

・ガスケット

ピラフロン

生産設備

599 718
50

(42,406)
127 1,496 254

福知山工場

(京都府福知山

市)

〃

メカニカルシール

グランドパッキン

・ガスケット

ピラフロン

生産設備

1,535 532
772

(39,261)
124 2,964 88

福知山第二工場

(京都府福知山

市)

〃 工場敷地 － －
1,352

(80,006)
－ 1,352 －

九州工場 

 (熊本県合志市)
〃

ピラフロン

生産設備

販売設備 

569 259
417

(18,655)
47 1,294 5

本社

大阪支店

(大阪市淀川区)

〃
本社業務施設

販売設備
132 0

20

(4,355)
6 160 82

東京支店

他５支店
〃 販売設備 7 －

－

(1,387)
0 8 76

その他 その他 厚生施設 155 1
333

(7,706)
1 491 －

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでいません。

２．「本社」における土地の一部及び「東京支店他５支店」における建物及び土地は賃借によっており、年間の

賃借料は合計で76百万円であります。

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

有価証券報告書

23/92



(2）国内子会社
　 平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業部門 設備の内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

建物及び
構築物

(百万円)

機械装置
及び運搬具

(百万円)

土地
(百万円)
(面積㎡)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

エヌピイ工業㈱
(兵庫県加東

市)

流体制御関

連機器
工場敷地 － －

236

(9,404)
－ 236 －

日高精工㈱

(兵庫県三田

市)

流体制御関

連機器

メカニカル

シール

ピラフロン 

生産設備

81 142
14

(3,716)
1 239 61

(兵庫県加東

市)

流体制御関

連機器
工場敷地 － －

276

(11,392)
－ 276 －

北陸ピラー㈱

アイ高岳ビル

(名古屋市東

区)

その他 不動産賃貸業 721 5
194

(579)
0 922 －

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

２．北陸ピラー㈱については、不動産部門のみを記載しております。

３．「アイ高岳ビル」を当社名古屋支店及び連結会社以外の者へ貸与しています。
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

①提出会社

事業所名 所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定
年月 完成後

の増加
能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円) 着手 完了

九州工場
熊本県合
志市

流体制御
関連機器

工場増築 2,000 －

自己資金、増
資資金、自己
株式の処分
資金及び借
入金

（注２） 

平成20年 
６月

平成21年 
２月

注３

福知山工場
京都府
福知山市

流体制御
関連機器

工場増築 2,000 68 自己資金及
び借入金 

平成20年 
１月

 平成20年
８月

注３

ピラフロ
ン生産設
備

260 － 自己資金
平成20年 
１月

平成20年 
９月

注４

（注） １．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２．上記の増資資金、自己株式の処分資金は、平成19年２月に行った公募増資資金、自己株式の売出しによる

調達資金及び平成19年３月に行った第三者割当増資資金であります。

３．現有地に工場棟の建設を予定しており、将来的な半導体関連製品等の需要増に対する生産設備を段階的

に導入していく予定です。

４．半導体関連製品等多品種にわたる生産設備であり、増加能力の合理的な算定を行うことができないため、

記載を省略しています。

②国内子会社

会社名 所在地

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定
年月 完成後

の増加
能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円) 着手 完了

エヌピイ工
業㈱

兵庫県加
東市

流体制御
関連機器

工場新設 600 －
自己資金及
び借入金

平成20年 
11月

 平成21年
７月

－

日高精工㈱
兵庫県加
東市

流体制御
関連機器

工場新設 820 －
自己資金及
び借入金

平成20年 
６月

平成20年 
11月 －

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2）重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,042,406 25,042,406

 　東京証券取引所

 　大阪証券取引所

 　各市場第一部

－

計 25,042,406 25,042,406 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成18年４月１日～

平成19年３月31日 

（注）１

2,535 23,809 1,005 4,268 1,005 4,033

平成19年２月27日 

（注）２
1,000 24,809 566 4,834 566 4,599

平成19年３月22日

（注）３
233 25,042 131 4,966 131 4,731

（注）１．転換社債の転換による増加であります。

 　　　 ２．一般募集による増資により増加したものであります。

　　　　　　発行価格　　　　　1,181円

　　　　　　払込金額　　　 1,132.28円　　　

　　　　　　資本組入額　　　　　566円

　　　　　　払込金総額　　1,132百万円

 　　　 ３．オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資により増加したものであります。

　　　　　　発行価格　　　　　1,181円

　　　　　　払込金額　　　 1,132.28円　　　

　　　　　　資本組入額　　　　　566円

　　　　　　払込金総額　　　263百万円

　　　　　　割当先　　　　 野村證券㈱
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（５）【所有者別状況】

　 平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株

式の状況

（株）
政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者

その他の法

人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 37 33 112 83 2 2,350 2,617 －

所有株式数（単元） － 6,897 294 5,143 3,258 3 9,312 24,907 135,406

所有株式数の割合

（％）
－ 27.69 1.18 20.65 13.08 0.01 37.39 100.00 －

（注）１．自己株式22,808株は、「個人その他」に22単元、「単元未満株式の状況」に808株含まれています。

 　　　　 なお、自己株式22,808株は全株実保有株式であります。

　　　２．上記「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれています。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,689 6.74

 有限会社ロックウェーブ 神戸市灘区篠原中町三丁目３番５号 1,020 4.07

 日本ピラー工業取引先持株会 大阪市淀川区野中南二丁目11番48号 863 3.44

 日本マスタートラスト信託

 銀行株式会社
東京都港区浜松町二丁目11番３号 761 3.03

明治安田生命保険相互会社

 (常任代理人　資産管理サー

ビス信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号

 （東京都中央区晴海一丁目８番12号）
700 2.79

株式会社みずほ銀行

(常任代理人　資産管理サービ

ス信託銀行株式会社)

東京都千代田区内幸町一丁目１番５号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号）
692 2.76

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 692 2.76

岩波　清久 神戸市灘区 683 2.72

ダイキン工業株式会社 大阪市北区中崎西二丁目４番12号 400 1.60

岩波　久子 神戸市東灘区 336 1.34

計 － 7,839 31.30

（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　　　　　　　1,689千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　　　　　　　　761千株
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

22,000

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

24,885,000
24,885 －

単元未満株式
普通株式

135,406
－

１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 25,042,406 － －

総株主の議決権 － 24,885 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含ま

れています。

　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が808株含まれています。

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

日本ピラー工業株式会社
大阪市淀川区野中南

二丁目11番48号
22,000 － 22,000 0.09

計 － 22,000 － 22,000 0.09

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　　　　 該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 6,907 7,359,984

当期間における取得自己株式   

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他（単元未満株式の買増請求による処

分）
1,534 1,095,334   

保有自己株式数 22,808 －   

　（注）１．当期間における処理自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡

による株式数は含めておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけ、安定的かつ継続的な配当と配当水準

の向上に努めることを基本方針としております。

 　　 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の　　　

　　　　　　　　　決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、中間配

当と期末配当のほか、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定

めております。

 　　 当期の剰余金の配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案いたしまして、中間配当金を１株に

つき８円、期末配当金を１株につき普通配当８円とさせていただきました。

内部留保金につきましては、企業体質の強化や安定的な業容の拡大にその事実が不可欠であると認識しておりま

す。従って、内部留保金は競争力強化や新技術の開発、研究開発など長期的な視点に立って、将来の企業価値を高める

ための投資に有効に活用してまいります。

      また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

　　　なお、第60期の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

 （百万円）

１株当たり配当額

 （円）

 平成19年11月14日

 取締役会決議
200 8

 平成20年６月27日

 定時株主総会決議
200 8

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 719 908 1,024 1,557 1,442

最低（円） 513 671 671 973 507

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 965 877 740 660 674 633

最低（円） 810 605 625 515 607 507

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

有価証券報告書

30/92



５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

社長

 社長執行役員

 岩波　清久 昭和23年12月14日生

昭和48年４月 光洋精工㈱入社

昭和53年８月 当社入社　取締役就任

昭和60年２月 当社常務取締役就任

昭和62年８月 当社取締役副社長就任

平成元年６月 当社取締役社長就任(現任)

平成19年６月 当社社長執行役員就任（現任） 

(注)４ 683

取締役

 専務執行役員

社長補佐、技

術・生産部門

統括

坪根　　巖 昭和20年８月15日生

昭和45年４月 ㈱神戸製鋼所入社

平成９年７月 当社入社

平成10年３月 当社技術生産本部技術部長

平成10年６月 当社取締役就任

平成17年３月 当社常務取締役就任

当社管理部門管掌

平成17年６月 当社専務取締役就任

全社統括兼事業企画部長 

平成19年３月 当社全社統括兼生産本部長 

平成19年６月 当社取締役専務執行役員就任（現任）

平成20年３月 当社全社統括

平成20年６月 当社社長補佐、技術・生産部門統括（現

任）

(注)４ 21

取締役

 執行役員

管理部門統

括、経営企画

部長兼情報シ

ステム部長

大岩　輝雄 昭和27年９月25日生

昭和50年４月 ㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）

入行

平成16年４月 ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱出向

平成17年６月 当社に出向

平成18年６月 当社入社　経営企画部長

当社取締役就任（現任）

平成19年６月

平成20年６月

当社執行役員就任(現任）

当社管理部門統括、経営企画部長兼情報

システム部長(現任）

(注)４ 18

取締役相談役  岩波　薫 大正６年６月20日生

昭和16年12月 三菱重工業㈱入社

昭和21年６月 日本ピラー工業所入所

昭和23年５月 当社入社　専務取締役就任

昭和34年７月 当社取締役社長就任

平成元年６月 当社取締役会長就任

平成15年６月 当社取締役相談役就任(現任)

(注)４ 53

取締役  中川　威雄 昭和13年10月12日生

昭和54年７月 東京大学生産技術研究所教授

昭和60年４月 理化学研究所素形材工学研究室主任研

究員

平成11年５月 東京大学名誉教授(現任）

平成11年７月 ㈱ティームズ研究所代表取締役(現任)

平成12年10月 ファインテック㈱代表取締役社長(現任)

平成14年６月 当社取締役就任(現任)

(注)４ 15

常勤監査役  小屋敷　忠士 昭和16年３月８日生

昭和44年４月 当社入社

平成５年３月 当社経理部長

平成11年12月 当社経理部付部長

平成13年６月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)５ 8

常勤監査役  市川　士郎 昭和18年３月14日生

昭和41年３月 当社入社

平成５年６月 当社取締役就任　　　　　　　　

当社海外事業部長

平成15年３月 当社市場開発担当兼営業統括部長

平成15年６月 当社常務取締役就任

平成17年３月 当社事業企画部長

平成17年６月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)５ 23

監査役  嶋本　康夫 昭和11年11月14日生

昭和34年４月 財団法人関西生産性本部勤務

平成５年４月 同法人 事務局長

平成７年４月 同法人 理事

平成９年４月 同法人 常務理事

平成13年５月 同法人 特別参与(現任）

平成16年６月 当社監査役就任(現任）

(注)５ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

（千株）

監査役  門屋　明 昭和25年７月11日生

昭和50年４月 国税庁入庁

昭和56年７月 監査法人中央会計事務所入所

平成10年11月 ネクサス監査法人代表社員(現任)

平成12年６月 当社監査役就任(現任)

(注)５ －

    計 　 822

　（注）１．取締役相談役岩波　薫は代表取締役社長岩波　清久の実父であります。

２．取締役中川威雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．監査役嶋本康夫・門屋　明は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

 　　　 ４．平成20年６月27日開催の定時株主総会から、平成21年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

 　　　 ５．平成20年６月27日開催の定時株主総会から、平成24年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。

 　　　 ６．当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの

機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。 

執行役員は、次の10名であります。

 　　　　　　　社長執行役員　　　岩 波　清 久

　　　　　　　 専務執行役員　　　坪 根　　 巖（社長補佐、技術・生産部門統括）

　　　　　　　 常務執行役員　　　真 鍋　賢 司（営業部門統括、営業本部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　石 黒　宏 孝（営業本部副本部長兼営業２部長兼営業３部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　青 山　 　博（東京支店長）

               執行役員　　　　　清 水　正 夫（三田工場長兼生産本部長兼生産技術部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　大 崎　眞 仁（営業本部営業１部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　大 岩　輝 雄（管理部門統括、経営企画部長兼情報システム部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　後 藤　幸 生（技術本部長兼開発事業部長兼技術３部長）

　　　　　　　 執行役員　　　　　井 宮　敬 悟（福知山工場長兼生産本部福知山生産部長）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「お客様満足」が企業活動の原点であり、お客様から高い評価と信頼を得ることが持続的な成長

と収益の実現を可能にし、それが企業価値の向上と株主の皆様をはじめさまざまなステークホルダーの皆様の満足

につながるという経営の基本方針を実現するうえで、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要課題の一つである

と認識しております。そのため健全かつ透明な意思決定が迅速に実現できるよう、経営組織や内部統制などを整備

していくことが重要だと考えております。また、コーポレート・ガバナンスの基本は単に法令遵守にとどまらず、企

業倫理や道徳・公正性を尊重した事業活動を推進し、あらゆるステークホルダーと緊張感のある円滑な協力関係を

築いていくことであると認識しております。

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

①会社の機関の基本説明

当社は監査役制度を採用しており、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。また、監査役監査の他に、

合法性と合理性の観点から内部監査を実施する組織として内部監査室を設置し、３名が在籍しております。

定期的に開催する取締役会には社外取締役１名、社外監査役２名を招聘し、幅広い知識、経験に基づく意見を具申

頂くことにより、経営判断の質、透明性の向上を図るとともに監視機能の強化を図っております。なお、社外取締

役、社外監査役には事前に取締役会開催の日程表を配布し、出席の調整を行っております。

②会社の機関・内部統制システムの関係の図式
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③内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況

当社は、コンプライアンス体制の強化のため、全社員の行動規範として「企業倫理規範」を制定いたしており

ます。その具体的な行動基準として「企業行動基準」を定め、社内研修制度や「企業倫理委員会」を通して法令

遵守や企業倫理の向上に努めております。また、安全性、環境保全に配慮した製品開発に取組むため「地球環境委

員会」を設置し、「環境方針」を策定しております。三田工場及び福知山工場では、この「環境方針」に基づき環

境負荷の低減やマネジメントシステムの維持・向上に取組んでおり、年一回「環境報告書」を発行しておりま

す。さらに、企業の事業継続に関する危機が発生した場合、迅速な対応、早期収束のため「危機管理委員会」を設

置し、「危機管理規定」を制定するなど事前対応に努めております。

　情報開示に関しましては「情報開示委員会」を設置し、適時適切な開示を行っております。

　また、平成20年４月よりスタートする「財務報告に係る内部統制制度」に対応し、当社グループにおける内部統

制評価を実施・推進していくため、「内部統制評価委員会」を平成20年３月に設置いたしました。

　なお、これら委員会の状況につきましては定期的に代表取締役に報告を行っております。

④内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

内部監査部門である内部監査室では、業務監査の一環として、監査役及び監査法人と定期的に情報交換を行い、

事前に問題点や指摘事項を共有した上で監査計画を作成するなど相互の連携に努めております。

　また、監査役監査につきましては、監査役会で定めた監査方針に基づき重要な会議の出席、重要な書類の閲覧、取

締役及び監査対象部門、関連会社からの業務執行状況の聴取や往査等により監査を行っております。

当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

 指定社員　業務執行社員　米沢　　顕 あずさ監査法人

 指定社員　業務執行社員　淺野　禎彦  

　

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士２名　　その他７名　　　

(2）役員報酬の内容

取締役に支払った報酬 136百万円

監査役に支払った報酬 16百万円

 計 152百万円

（うち社外役員） (8百万円)

 (注）上記のほか、平成20年６月27日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金を廃

止することにあたり、役員の在任期間中に対応する功労換算金支給見込額178百万円を当事業年

度において役員退職引当金繰入額として特別損失に計上しております。

(3）監査報酬の内容

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定

する業務に基づく報酬
18百万円

上記以外の報酬(注） 9百万円

計 28百万円

(注）財務報告に係る内部統制アドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。

　

(4）会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

社外取締役中川威雄氏はファインテック株式会社並びに株式会社ティームズ研究所の代表取締役社長であり、

当社はファインテック株式会社と定常的な仕入取引があります。また、株式会社ティームズ研究所とは技術指導

契約書を締結し、技術開発に関する技術指導を受けております。いずれの取引もそれぞれの会社の定型的な取引

であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。

　なお、同氏は当社株式を15,000株所有しております。

社外監査役と当社との取引等の利害関係はありません。
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(5）取締役の定数

　当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

(6）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

(7）自己株式の取得の決定機関

　当社は自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行すること

を可能とするため、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定

めております。

(8）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするもので

あります。

(9）責任限定契約の内容の概要

　当社は定款に社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任限定契約を締結することを可能とする規定を設けていますが、具体的な契約締結については、今後検

討する予定であります。

なお、責任限定契約を締結する場合の概要は次のとおりであります。

・社外取締役または社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第

１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役または社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

(10）取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役

（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これ

は、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する

ことを目的とするものであります。

(11）剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決

議により行うことができる旨定款に定めております。これは、状況に応じて機動的な剰余金の配当等が可能となる

ようにしておくものであります。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

　なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ています。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

　なお、第59期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

60期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してい

ます。

２．監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

の連結財務諸表及び第59期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表についてみすず監

査法人及び監査法人はるかにより監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計

年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び第60期事業年度（平成19年４月１日から

平成20年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けています。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しています。

　　前連結会計期間及び前事業年度　みすず監査法人及び監査法人はるか

　　当連結会計期間及び当事業年度　あずさ監査法人
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金 ※3  5,156   6,346  

受取手形及び売掛金 ※5  11,175   9,947  

有価証券   1,297   －  

たな卸資産   2,183   2,207  

繰延税金資産   433   332  

その他   156   263  

貸倒引当金   △60   △58  

流動資産合計   20,343 61.9  19,038 58.7

Ⅱ　固定資産        

有形固定資産 ※1,3       

建物及び構築物   4,070   3,846  

機械装置及び運搬具   1,910   1,699  

土地   1,726   3,706  

建設仮勘定   183   584  

その他   288   316  

有形固定資産合計   8,179 24.9  10,153 31.3

無形固定資産        

ソフトウェア   111   99  

電話加入権   13   13  

無形固定資産合計   124 0.4  112 0.3

投資その他の資産        

投資有価証券 ※2  3,672   2,536  

その他 ※2  788   761  

貸倒引当金   △256   △147  

投資その他の資産合計   4,204 12.8  3,150 9.7

固定資産合計   12,508 38.1  13,417 41.3

資産合計   32,852 100.0  32,455 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形及び買掛金   2,777   3,190  

短期借入金 ※3  484   305  

未払法人税等   1,514   143  

賞与引当金   605   573  

役員賞与引当金   62   －  

その他   1,592   1,870  

流動負債合計   7,037 21.5  6,082 18.7

Ⅱ　固定負債        

長期借入金 ※3  145   516  

退職給付引当金   1,308   1,275  

役員退職引当金   383   503  

その他   275   56  

固定負債合計   2,112 6.4  2,352 7.3

負債合計   9,149 27.9  8,435 26.0

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

資本金 　  4,966 15.1  4,966 15.3

資本剰余金 　  5,190 15.8  5,190 16.0

利益剰余金 　  12,333 37.5  13,395 41.3

自己株式 　  △11 △0.0  △17 △0.1

　　株主資本合計 　  22,479 68.4  23,535 72.5

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

その他有価証券評価差
額金

　  1,209 3.7  480 1.5

為替換算調整勘定 　  13 0.0  5 0.0

　　評価・換算差額等合計 　  1,223 3.7  485 1.5

純資産合計 　  23,702 72.1  24,020 74.0

負債純資産合計 　  32,852 100.0  32,455 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   23,463 100.0  22,097 100.0

Ⅱ　売上原価   14,699 62.7  14,674 66.4

売上総利益   8,764 37.3  7,422 33.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  4,980 21.2  4,779 21.6

営業利益   3,784 16.1  2,642 12.0

Ⅳ　営業外収益        

受取利息  5   19   

受取配当金  51   71   

作業屑売却収入  86   110   

その他  59 202 0.9 50 251 1.1

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  15   14   

固定資産除却損 ※3 16   7   

株式交付費  13   －   

為替差損  9   90   

その他  28 83 0.4 12 124 0.6

経常利益   3,904 16.6  2,769 12.5

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※4 0   1   

貸倒引当金戻入益  7   22   

国庫補助金受入益 　 97 105 0.5 66 90 0.4

Ⅶ　特別損失        

固定資産売却損 ※5 2   －   

固定資産除却損 ※6 16   －   

役員退職引当金繰入額 　 － 19 0.1 178 178 0.8

税金等調整前当期純利
益

  3,990 17.0  2,681 12.1

法人税、住民税及び事業
税

 1,793   897   

法人税等調整額  △5 1,787 7.6 220 1,118 5.0

当期純利益   2,202 9.4  1,562 7.1
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

 

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,262 3,062 10,526 △504 16,346 1,449 △5 1,444 17,791

連結会計年度中の変動額          

転換社債の転換による新株の発
行

1,005 1,005   2,011    2,011

公募による新株の発行 566 566   1,132    1,132

第三者割当による新株の発行 131 131   263    263

利益処分による剰余金の配当   △163  △163    △163

剰余金の配当   △183  △183    △183

利益処分による役員賞与   △48  △48    △48

当期純利益   2,202  2,202    2,202

自己株式の取得    △21 △21    △21

自己株式の処分  424  515 939    939

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     △239 18 △221 △221

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

1,703 2,128 1,806 493 6,132 △239 18 △221 5,911

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,966 5,190 12,333 △11 22,479 1,209 13 1,223 23,702

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

 

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,966 5,190 12,333 △11 22,479 1,209 13 1,223 23,702

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当   △500  △500    △500

当期純利益   1,562  1,562    1,562

自己株式の取得    △7 △7    △7

自己株式の処分  △0  1 1    1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     △729 △8 △737 △737

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ △0 1,062 △6 1,055 △729 △8 △737 317

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,966 5,190 13,395 △17 23,535 480 5 485 24,020
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

   

税金等調整前当期純利
益

 3,990 2,681

減価償却費  996 1,137

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 129 －

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 108 △31

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 △77 △33

役員退職引当金の増減
額（減少：△）

 22 120

受取利息及び配当金  △57 △90

支払利息  15 14

役員賞与  △48 －

有形固定資産除却損  32 －

売上債権の増減額（増
加：△）

 △2,918 1,350

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △597 △29

仕入債務の増減額（減
少：△）

 384 379

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 61 －

その他  245 △29

小計  2,287 5,467

利息・配当金の受取額  53 83

利息の支払額  △16 △14

法人税等の支払額及び
還付額（純額）

 △238 △2,386

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 2,086 3,150
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

   

定期預金の預入による
支出

 △2,300 －

有価証券の売却による
収入

 2,600 2,600

有価証券の取得による
支出

 △2,595 △1,295

投資有価証券の取得に
よる支出

 △13 △101

有形・無形固定資産の
取得による支出

 △874 △2,742

その他  △19 △30

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △3,203 △1,569

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金の純増減額
（減少：△）

 15 △48

長期借入れによる収入  － 477

長期借入金の返済によ
る支出

 △327 △236

配当金の支払額  △343 △495

株式発行による収入  1,396 －

自己株式の売却による
収入

 939 －

その他  △21 △6

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 1,659 △308

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 11 △80

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（減少：△）

 553 1,191

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,971 2,524

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 2,524 3,716
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数　　12社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業の

概況　４．関係会社の状況」に記載して

いるため、省略しました。

(イ)連結子会社の数　　12社

同左

   
 (ロ)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

蘇州ピラー工業有限公司

他３社

(ロ)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

蘇州ピラー工業有限公司

他４社

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除外しています。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用の非連結子会社及び関連

会社はありません。

(イ)　　　　　　同左

   
 (ロ)持分法適用外の非連結子会社（蘇州

ピラー工業有限公司他３社）及び関連

会社韓国ピラー工業㈱は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響は軽微であり、かつ

全体としてもその影響の重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外してい

ます。

(ロ)持分法適用外の非連結子会社（蘇州

ピラー工業有限公司他４社）及び関連

会社韓国ピラー工業㈱は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響は軽微であり、かつ

全体としてもその影響の重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外してい

ます。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次のとおりであります。

　連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次のとおりであります。

 会社名：台湾ピラー工業㈱

日本ピラーシンガポール㈱

日本ピラーアメリカ㈱

決算日：12月31日

会社名：台湾ピラー工業㈱

日本ピラーシンガポール㈱

日本ピラーアメリカ㈱

決算日：12月31日
 　（注）決算日現在の財務諸表を基礎とし

て連結を行っています。

　ただし、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必

要な調整を行っています。

　（注）　　　　同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的債券

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理しており、売却原

価は移動平均法により算定して

います。）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

製品・仕掛品

主として総平均法による原価法

②たな卸資産

同左

 商品

総平均法による原価法

 

 原材料

（主要原材料）

月次平均法による原価法

 

 （仕入部品）

総平均法による原価法

 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

主として定率法

ただし、子会社北陸ピラー㈱の賃貸用

不動産及び平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しています。

なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均等償却

する方法を採用しています。

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　 ８ ～ 50年

機械装置及び運搬具 ４ ～ 14年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法

①有形固定資産

同左

  （会計方針の変更）

　　当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更し

ています。

これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ42百万円減少しています。
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

  （追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて

計上しています。

これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ59百万円減少しています。
 ②無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しています。

②無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失の発生に備えるため、

一般債権については貸倒実績率による

計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しています。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しています。

②賞与引当金

同左

 ③役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額を計上し

ています。

 （会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しています。

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ62百

万円減少しています。

③役員賞与引当金

         ──────

（追加情報） 

提出会社は従来、役員賞与の支給に

備えるため、連結会計年度における支

給見込額を計上しておりましたが、当

連結会計年度において役員賞与の制

度を廃止いたしました。

 ④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

います。

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしています。

④退職給付引当金

同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 ⑤役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ています。

⑤役員退職引当金

同左

（追加情報）

　当社は平成20年４月28日開催の取締役

会において、平成20年６月27日開催の定

時株主総会終結のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止することを決議いたし

ました。

　なお、同制度廃止にあたり、役員の在任

中における功績を鑑み支給される功労加

算金については、支給見込額を当連結会

計年度において役員退職引当金繰入額と

して特別損失に計上しています。 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しています。

なお、在外子会社の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めてい

ます。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準

　　　　　　同左

 (5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっています。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利

スワップ取引について、当該特例処理に

よっています。

(6)         ──────

　

　

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：金利変動により影響を受

ける長期借入金利息

　

　

　

 ③ヘッジ方針

当社所定の社内承認手続きを行った

上で、借入金利息の金利変動リスクを回

避する目的により、金利スワップを利用

しています。

　

　

 ④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価の判定を

省略しています。

　

　

 (7）消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっています。

(7）消費税等の会計処理の方法

同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用していま

す。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月9日）を適用しています。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は23,702百万

円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しています。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── （連結貸借対照表） 

１．前連結会計年度まで「支払手形及び買掛金」とは区

分し流動負債の「その他」に含めて表示していた「設

備関係支払手形」（当連結会計年度末は38百万円）は

金額的重要性が乏しいため当連結会計年度末より「支

払手形及び買掛金」に含めて表示しています。

　なお、前連結会計年度末の「設備関係支払手形」の金

額は31百万円であります。

２．前連結会計年度まで区分掲記していました「役員賞

与引当金」（当連結会計年度は22百万円）は金額的重

要性が乏しいため当連結会計年度より流動負債の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

（連結損益計算書） 

　　前連結会計年度まで区分掲記していました「ゴルフ会

員権評価損」（当連結会計年度は６百万円）は金額的

重要性が乏しいため当連結会計年度より営業外費用の

「その他」に含めて表示することにしました。

──────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度まで区分掲記していました営業活動

によるキャッシュ・フローの「ゴルフ会員権評価損」

（当連結会計年度は６百万円）は金額的重要性が乏し

いため「その他」に含めて表示することにしました。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の増減額（減少：△）」は、金額的重要性が増したため

当連結会計年度より区分掲記することとしました。な

お、前連結会計年度は「その他」に△50百万円含まれて

います。

　

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度まで区分掲記していました営業活動

によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の増減額

（減少：△）」（当連結会計年度は△16百万円）は金

額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

２．前連結会計年度まで区分掲記していました営業活動

によるキャッシュ・フローの「有形固定資産除却損」

（当連結会計年度は７百万円）は金額的重要性が乏し

いため「その他」に含めて表示することにしました。 

　

３．前連結会計年度まで区分掲記していました投資活動

によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の売却に

よる収入」（当連結会計年度は１百万円）は金額的重

要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

４．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

売却による収入」は金額的重要性が増したため当連結

会計年度より区分掲記することとしました。なお、前連

結会計年度は「その他」に０百万円含まれています。 

３．前連結会計年度まで区分掲記していました営業活動

によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額

（減少：△）」（当連結会計年度は△48百万円）は金

額的重要性が乏しいため「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

４．前連結会計年度において区分掲記していました財務

活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の売却に

よる収入」（当連結会計年度は１百万円）は金額的重

要性が乏しいため「その他」に含めて表示することに

しました。 

EDINET提出書類

日本ピラー工業株式会社(E01645)

有価証券報告書

48/92



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
      13,932百万円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
14,906百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に対する投資額 ※２．非連結子会社及び関連会社に対する投資額

投資有価証券         101百万円

出資金 149

投資有価証券 101百万円

出資金 179

※３．このうち下記の工場財団は長期借入金35百万円

（１年内返済予定分を含む）の担保に供しています。

※３．このうち下記の工場財団は短期借入金15百万円の

担保に供しています。

建物及び構築物        1,419百万円

機械装置及び運搬具 33

土地 772

その他 0

合計 2,224

建物及び構築物 1,314百万円

機械装置及び運搬具 27

土地 772

その他 0

合計 2,113

定期預金１百万円（500千NT$）は工事契約履行及

び工事保証のための担保として供しています。

上記の他、工事契約履行に係る保証が15百万円あり

ます。

上記の他、工事契約履行に係る保証が34百万円（

9,574千NT$）あります。

 

　４．偶発債務

下記の子会社の銀行借入金に対し次のとおり保証

をしています。

蘇州ピラー工業

有限公司
  24百万円 (　1,600千RMB)

   

　４．偶発債務

下記の子会社の銀行借入金に対し次のとおり保証

をしています。

蘇州ピラー工業有限公司 11百万円
   

※５．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しています。

なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれています。

受取手形　　　　　 243百万円　

※５．　　　　　　 ──────
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額      139百万円

従業員給料・賞与 1,260

賞与引当金繰入額 237

役員賞与引当金繰入額 62

退職給付費用 116

役員退職引当金繰入額 22

減価償却費 112

研究開発費 601

貸倒引当金繰入額 3百万円

従業員給料・賞与 1,341

賞与引当金繰入額 200

退職給付費用 113

役員退職引当金繰入額 16

減価償却費 83

研究開発費 652

※２．研究開発費の総額          601百万円 ※２．研究開発費の総額          652百万円

※３．固定資産除却損の主なものは、更新投資による機械

装置の除却によるものです。

※３．　　　　　　　　 同左

※４．固定資産売却益の主なものは、機械装置の譲渡によ

るものです。

※４．固定資産売却益は、機械装置の譲渡によるもので

す。

※５．固定資産売却損は、機械装置の譲渡によるもので

す。 

※５．　　　　　　 ──────

※６．固定資産除却損の主なものは、機械装置の除却によ

るものです。

※６．　　　　　　 ──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式（注１） 21,273 3,768 － 25,042

合計 21,273 3,768 － 25,042

自己株式     

普通株式（注２、３） 830 17 830 17

合計 830 17 830 17

 （注）１.普通株式の発行済株式の株式数の増加3,768千株は、転換社債の転換による増加2,535千株、公募増資による新株

発行による増加1,000千株及び第三者割当増資による新株発行による増加233千株であります。

 ２.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ３.普通株式の自己株式の株式数の減少830千株は、自己株式の売出しによる減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 163 8 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月15日

取締役会
普通株式 183 8 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）
（注）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 300 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 （注）１株当たり配当額には、特別配当４円が含まれています。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 25,042 － － 25,042

合計 25,042 － － 25,042

自己株式     

普通株式（注１、２） 17 6 1 22

合計 17 6 1 22

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額
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（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）（注）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 300 12 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月14日

取締役会
普通株式 200 8 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 （注）平成19年６月28日定時株主総会決議の１株当たり配当額には、特別配当４円が含まれています。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 200 利益剰余金 8 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金      5,156百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,631

現金及び現金同等物 2,524

現金及び預金 6,346百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,630

現金及び現金同等物 3,716

 ２．重要な非資金取引の内容

転換社債の転換による資本金増加額 1,005百万円 

転換社債の転換による資本準備金増

加額 1,005

転換による転換社債の減少額 2,011

──────

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 工具器具備品

取得価額相当額         206百万円

減価償却累計額相当額        62

期末残高相当額       143

 その他

取得価額相当額 228百万円

減価償却累計額相当額 120

期末残高相当額 107

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内       52百万円

１年超       91百万円

合計      143百万円

１年内 50百万円

１年超 56百万円

合計 107百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しています。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料       34百万円

減価償却費相当額       34百万円

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 56百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっています。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額(百万円)
取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額(百万円)

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 1,475 3,515 2,040 855 1,849 993

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － － 714 530 △183

合計 1,475 3,515 2,040 1,570 2,380 809

２．時価評価されていない主な有価証券

区分
前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券   

政府短期証券 1,297 －

(2）その他有価証券   

非上場株式 55 55

３．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

国債・地方債等 1,300 － － － － － － －

合計 1,300 － － － － － － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１.取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

──────

２.取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

 

３.取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、借入金利息の将来の金利変

動リスクを回避しています。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

います。

 

①ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引に

ついて、当該特例処理によっています。

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：金利変動により影響を受ける長期借入

金利息

 

③ヘッジ方針

当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金利息

の金利変動リスクを回避する目的により、金利スワップ

を利用しています。

 

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理によっているた

め、有効性の評価の判定を省略しています。

 

４.取引に係るリスクの内容

当社が利用している金利スワップ取引は、取引実行に伴

いその後の市場価格の変動による収益獲得の機会を失う

ことを除き、リスクを有していません。

取引先については、信用度の高い大手金融機関を相手と

していますので、信用リスクはないと判断しています。

 

５.取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、当社所定の

社内承認手続きに従い、経理部が決裁担当者の承認を得て

行っています。

 

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たし

ているため特例処理を採用しており、それ以外の取引はな

いため、該当事項はありません。

──────
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。

また、連結子会社は主として適格退職年金制度によっています。また、一部の海外子会社は確定拠出型退職金

制度によっています。

なお、従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増

退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

 （百万円） （百万円）

イ．退職給付債務 △4,832 △4,849

ロ．年金資産 3,267 2,854

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,564 △1,994

ニ．未認識数理計算上の差異 256 719

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減額） － －

へ．連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ）
△1,308 △1,275

ト．前払年金費用 － －

チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △1,308 △1,275

　（注）　連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （百万円） （百万円）

イ．勤務費用 214 217

ロ．利息費用 95 95

ハ．期待運用収益 △58 △65

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 84 69

ホ．過去勤務債務の費用処理額 － －

ヘ．退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
335 317

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ．割引率 2.0％ 同左

ハ．期待運用収益率 2.0％ 同左

ニ．過去勤務債務の額の処理年数  － －　

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による

定額法により、発生年度の

翌連結会計年度より費用処

理することとしていま

す。）

　

同左
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

項目
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因別

の内訳

  

（繰延税金資産）   

未払事業税

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職引当金

減価償却費

ゴルフ会員権

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

     124百万円

246

532

156

55

74

205

1,395

△273

1,121

9百万円

233

517

205

38

74

159

1,238

△319

918

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金

海外子会社の留保利益

有価証券評価差額

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

      11百万円

31

830

4

878

242

        11百万円

52

329

2

396

522

２．法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内

訳

　 　

法定実効税率

(調整)

海外子会社の税率差異

等

住民税均等割

交際費等永久に損金に

算入されない項目

研究費等の法人税額特

別控除

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法

人税等の負担率

40.7％
　

△0.1
　

0.5

1.3
　

△1.1
　

3.2

0.3

44.8

  法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との間の差異が法定

実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しています。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月1日　

至　平成20年３月31日）

　当社グループは各種の流体制御関連機器製品の製造販売を主事業とする専門集団ですが、一セグメントの売上

高、営業利益及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び資産の金額の合計額のいずれ

も90％超であるためその作成を省略しています。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月1日　

至　平成20年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％超で

あるためその作成を省略しています。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,861 816 2,677

Ⅱ　連結売上高（百万円）   23,463

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.9 3.5 11.4

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

アジア　：　台湾、韓国、シンガポール

その他　：　北米、欧州、中東

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,555 841 2,396

Ⅱ　連結売上高（百万円）   22,097

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.0 3.8 10.8

　（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっています。

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりです。

アジア　：　台湾、韓国、シンガポール

その他　：　北米、欧州、中東

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年４月1日　至　平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 中川　威雄

－ －

当社取締役

(㈱ティーム

ズ研究所)代

表取締役 （被所有）

直接　0.06

－ － 技術顧問契約 2 － －

－ －

当社取締役

(ファイン

テック㈱)代

表取締役社長

－ － 加工委託等 13 未払金 7

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．中川威雄が第三者（㈱ティームズ研究所及びファインテック㈱）の代表者として行った取引であり、価格等

は一般的取引条件によっています。

２．取引金額は消費税抜きの金額で期末残高は消費税込みの金額で記載しています。

当連結会計年度（自　平成19年４月1日　至　平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 中川　威雄

－ －

当社取締役

(㈱ティーム

ズ研究所)代

表取締役 （被所有）

直接　0.06

－ － 技術顧問契約 2 － －

－ －

当社取締役

(ファイン

テック㈱)代

表取締役社長

－ － 加工委託等 54 未払金 29

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．中川威雄が第三者（㈱ティームズ研究所及びファインテック㈱）の代表者として行った取引であり、価格等

は一般的取引条件によっています。

２．取引金額は消費税抜きの金額で期末残高は消費税込みの金額で記載しています。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 947円16銭

１株当たり当期純利益       98円66銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

１株当たり純資産額 960円07銭

１株当たり当期純利益 62円45銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 2,202 1,562

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,202 1,562

期中平均株式数（千株） 22,319 25,021

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 248 200 1.360 －

１年以内に返済予定の長期借入金 236 105 1.499 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除

く。）
145 516 1.758 平成21年～平成26年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除

く。）
－ － － －

その他の有利子負債（流動負債「その他」）

注２
25 25 1.375 －

計 654 847 － －

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２．その他の有利子負債の流動負債「その他」は当社のグループ金融制度による関係会社からの預り金であり

ます。

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 129 99 75 79

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

現金及び預金   4,299   5,438  

受取手形 ※6  3,194   2,774  

売掛金 ※3  7,612   6,352  

有価証券   1,297   －  

商品   47   46  

製品   746   715  

原材料   385   385  

仕掛品   729   694  

貯蔵品   10   15  

前払費用   7   7  

繰延税金資産   372   276  

未収入金   125   －  

その他   42   280  

貸倒引当金   △46   △44  

流動資産合計   18,826 60.4  16,941 56.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

建物  7,545   7,645   

減価償却累計額  4,653 2,891  4,900 2,744  

構築物  900   900   

減価償却累計額  615 285  645 255  

機械装置  7,242   7,513   

減価償却累計額  5,601 1,641  6,005 1,507  

車両運搬具  35   36   

減価償却累計額  30 5  31 5  

工具器具備品  1,790   1,985   

減価償却累計額  1,511 278  1,677 308  

土地   1,480   2,945  

建設仮勘定   183   582  

有形固定資産合計   6,767 21.7  8,350 28.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

２．無形固定資産        

ソフトウェア   111   99  

電話加入権   10   10  

無形固定資産合計   121 0.4  109 0.4

３．投資その他の資産        

投資有価証券   3,560   2,429  

関係会社株式   956   956  

関係会社出資金   149   179  

関係会社長期貸付金   625   629  

固定化営業債権 ※4  204   82  

長期前払費用   8   8  

敷金・保証金   104   －  

会員権等   96   －  

繰延税金資産   －   229  

その他   7   206  

貸倒引当金   △276   △262  

投資その他の資産合計   5,436 17.5  4,457 14.9

固定資産合計   12,324 39.6  12,917 43.3

資産合計   31,150 100.0  29,859 100.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

支払手形   139   116  

買掛金 　  2,833   2,986  

短期借入金   200   200  

１年内返済予定の長期
借入金

※1  236   75  

未払金   1,062   1,414  

未払費用   235   232  

未払法人税等   1,243   －  

預り金   50   30  

関係会社預り金   470   530  

賞与引当金   548   516  

役員賞与引当金   38   －  

その他   80   40  

流動負債合計   7,139 22.9  6,141 20.6

Ⅱ　固定負債        

長期借入金  ※1  145   70  

繰延税金負債   178   －  

退職給付引当金   1,280   1,238  

役員退職引当金   383   503  

その他   8   8  

固定負債合計   1,996 6.4  1,820 6.1

負債合計   9,135 29.3  7,961 26.7
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  4,966 15.9  4,966 16.6

２．資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 4,731   4,731   

(2）その他資本剰余金 　 459   459   

資本剰余金合計 　  5,190 16.7  5,190 17.4

３．利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 436   436   

(2）その他利益剰余金 　       

固定資産圧縮積立金 　 17   16   

別途積立金 　 3,541   3,541   

繰越利益剰余金 　 6,667   7,283   

利益剰余金合計 　  10,662 34.2  11,277 37.8

４．自己株式 　  △11 △0.0  △17 △0.1

株主資本合計 　  20,808 66.8  21,417 71.7

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１．その他有価証券評価差
額金

　  1,207 3.9  480 1.6

評価・換算差額等合計 　  1,207 3.9  480 1.6

純資産合計 　  22,015 70.7  21,898 73.3

負債純資産合計 　  31,150 100.0  29,859 100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

製品売上高  21,070   19,709   

商品売上高  994 22,065 100.0 917 20,627 100.0

Ⅱ　売上原価        

期首製品たな卸高  484   746   

当期製品製造原価  14,521   14,177   

計  15,005   14,924   

期末製品たな卸高  746   715   

製品売上原価  14,258   14,209   

期首商品たな卸高  48   47   

当期商品仕入高  738   675   

計  786   722   

期末商品たな卸高  47   46   

商品売上原価  739   675   

他勘定振替高 ※1 38 14,960 67.8 40 14,844 72.0

売上総利益   7,105 32.2  5,782 28.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  4,260 19.3  4,065 19.7

営業利益   2,844 12.9  1,717 8.3

Ⅳ　営業外収益        

受取利息 ※4 12   24   

受取配当金 ※4 139   180   

作業屑売却収入  80   103   

その他 ※4 85 317 1.4 73 381 1.9

Ⅴ　営業外費用        

支払利息  16   15   

固定資産除却損 ※5 15   7   

株式交付費 　 13   －   

為替差損  －   90   

その他  37 84 0.4 12 124 0.6

経常利益   3,077 13.9  1,974 9.6
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

固定資産売却益 ※6 －   1   

貸倒引当金戻入益 　 0   18   

国庫補助金受入益  97 98 0.4 66 86 0.4

Ⅶ　特別損失        

固定資産売却損 ※7 2   －   

固定資産除却損 ※8 16   －   

役員退職引当金繰入額  － 19 0.0 178 178 0.9

税引前当期純利益   3,156 14.3  1,882 9.1

法人税、住民税及び事業
税

 1,435   579   

法人税等調整額  37 1,473 6.7 186 766 3.7

当期純利益   1,683 7.6  1,116 5.4
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  7,629 49.4 6,848 46.1

（仕入部品費）  (4,805)  (4,519)  

Ⅱ　労務費  2,923 18.9 2,985 20.1

（賞与引当金繰入額）  (357)  (348)  

（退職給付費用）  (215)  (201)  

Ⅲ　経費  4,892 31.7 5,009 33.8

（外注加工費）  (2,302)  (2,232)  

（減価償却費）  (829)  (961)  

当期総製造費用  15,445 100.0 14,842 100.0

期首仕掛品たな卸高  433  729  

合計  15,878  15,572  

他勘定振替高 ※ 628  700  

期末仕掛品たな卸高  729  694  

当期製品製造原価  14,521  14,177  

      

脚注

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（原価計算の方法）

　組別等級別総合原価計算を採用しています。

（原価計算の方法）

同左

※　他勘定振替高の内訳 ※　他勘定振替高の内訳

流動資産（未収入金）       11百万円

製造経費 8

販売費及び一般管理費

（研究開発費他）
601

その他 6

 628

流動資産（未収入金）         6百万円

製造経費 31

販売費及び一般管理費

（研究開発費他）
652

その他 10

 700
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株
式

株主資
本合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計

固定資
産圧縮
積立金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,262 3,027 35 3,062 436 20 3,541 5,355 9,353 △504 15,173

事業年度中の変動額            

転換社債の転換による新株の
発行

1,005 1,005  1,005     －  2,011

公募による新株の発行 566 566  566     －  1,132

第三者割当による新株の発行 131 131  131     －  263

利益処分による剰余金の配当        △163 △163  △163

剰余金の配当        △183 △183  △183

利益処分による役員賞与        △28 △28  △28

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

     △3  3 －  －

当期純利益        1,683 1,683  1,683

自己株式の取得         － △21 △21

自己株式の処分   424 424     － 515 939

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

1,703 1,703 424 2,128 － △3 － 1,311 1,308 493 5,634

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,966 4,731 459 5,190 436 17 3,541 6,667 10,662 △11 20,808

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,447 1,447 16,621

事業年度中の変動額    

転換社債の転換による新株の
発行

  2,011

公募による新株の発行   1,132

第三者割当による新株の発行   263

利益処分による剰余金の配当   △163

剰余金の配当   △183

利益処分による役員賞与   △28

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

  －

当期純利益   1,683

自己株式の取得   △21

自己株式の処分   939

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△239 △239 △239

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△239 △239 5,394

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,207 1,207 22,015
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（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目１百万円及び決算手続による取崩額２百万円であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株
式

株主資
本合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計

固定資
産圧縮
積立金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,966 4,731 459 5,190 436 17 3,541 6,667 10,662 △11 20,808

事業年度中の変動額            

剰余金の配当        △500 △500  △500

固定資産圧縮積立金の取崩      △0  0 －  －

当期純利益        1,116 1,116  1,116

自己株式の取得          △7 △7

自己株式の処分   △0 △0      1 1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △0 △0 － △0 － 616 615 △6 609

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,966 4,731 459 5,190 436 16 3,541 7,283 11,277 △17 21,417

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,207 1,207 22,015

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △500

固定資産圧縮積立金の取崩   －

当期純利益   1,116

自己株式の取得   △7

自己株式の処分   1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△726 △726 △726

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△726 △726 △117

平成20年３月31日　残高
（百万円）

480 480 21,898
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

　償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的債券

同左

 (2）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理しており、売却原価は移

動平均法により算定しています。）

(3）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・製品・仕掛品

総平均法による原価法

同左

 原材料

（主要原材料）

月次平均法による原価法

同左

 （仕入部品）

総平均法による原価法

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法を採用しています。

　なお、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均等償却

する方法を採用しています。

　また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　８ ～ 50年

機械装置　　　４ ～ 14年

(1）有形固定資産

同左

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ています。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ41百万円減

少しています。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しています。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ56百万円減

少しています。 

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについて、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しています。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

 支出時に全額費用として処理してい

ます。

──────

　

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失の発生に備えるため、

一般債権については貸倒実績率による

計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しています。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しています。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業

年度における支給見込額を計上してい

ます。

 （会計方針の変更）

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しています。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ38百万円減

少しています。

(3）役員賞与引当金

──────

 （追加情報）

従来、役員賞与の支給に備えるた

め、事業年度における支給見込額を計

上しておりましたが、当事業年度にお

いて役員賞与の制度を廃止いたしま

した。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することと

しています。

(4）退職給付引当金

同左

 (5）役員退職引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ています。

(5）役員退職引当金

同左

　

（追加情報）

　当社は平成20年４月28日開催の取締

役会において、平成20年６月27日開催

の定時株主総会終結のときをもって役

員退職慰労金制度を廃止することを決

議いたしました。

　なお、同制度廃止にあたり、役員の在

任中における功績を鑑み支給される功

労加算金については、支給見込額を当

事業年度において役員退職引当金繰入

額として特別損失に計上しています。

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってい

ます。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ取引について、当該特例処理によっ

ています。

────── 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ａ．ヘッジ手段…金利スワップ

　ｂ．ヘッジ対象…金利変動により影響を

受ける長期借入金利息

 

 (3) ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行った上

で、借入金利息の金利変動リスクを回避す

る目的により、金利スワップを利用してい

ます。

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価の判定を省

略しています。

 

９．消費税等の会計処理の方

法

　消費税等の会計処理の方法は税抜方式に

よっています。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しています。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は22,015百万

円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しています。

──────
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （貸借対照表） 

　前事業年度まで区分掲記していました「設備関係支払

手形」（当事業年度は31百万円）は金額的重要性が乏

しくなったため当事業年度より流動負債の「支払手

形」に含めて表示することとしました。

 （貸借対照表） 

１．前事業年度まで区分掲記していました「未収入金」

（当事業年度は229百万円）は資産の総額の100分の１

以下となったため当事業年度より流動資産の「その

他」に含めて表示することとしました。

 

 ２．前事業年度まで区分掲記していました「敷金及び保

証金」（当事業年度は104百万円）は資産の総額の100

分の１以下となったため当事業年度より投資その他の

資産の「その他」に含めて表示することとしました。

 

 ３．前事業年度まで区分掲記していました「会員権等」

（当事業年度は94百万円）は資産の総額の100分の１以

下となったため当事業年度より投資その他の資産の

「その他」に含めて表示することとしました。

 

 （損益計算書） 

１．「作業屑売却収入」は営業外収益の100分の10を超え

たため当事業年度より区分掲記することとしました。な

お、前事業年度は営業外収益の「その他」に17百万円含

まれています。

２．前事業年度まで区分掲記していました「受取特許

料」（当事業年度は19百万円）は金額的重要性が乏し

いため当事業年度より営業外収益の「その他」に含め

て表示することとしました。

３．前事業年度まで区分掲記していました「ゴルフ会員

権評価損」（当事業年度は６百万円）は金額的重要性

が乏しいため当事業年度より営業外費用の「その他」

に含めて表示することとしました。

 （損益計算書） 

「為替差損」は営業外費用の100分の10を超えたため当

事業年度より区分掲記することとしました。なお、前事

業年度は営業外費用の「その他」に６百万円含まれて

います。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．このうち下記の工場財団は長期借入金35百万円

（１年内返済予定分を含む）の担保に供しています。

※１．このうち下記の工場財団は１年内返済予定の長期

借入金15百万円の担保に供しています。

種類
福知山工場
（百万円）

建物 1,411

構築物 8

機械装置 33

工具器具備品 0

土地 772

合計 2,224

種類
福知山工場
（百万円）

建物 1,307

構築物 7

機械装置 27

工具器具備品 0

土地 772

合計 2,113

※２．国庫補助金等の受入れにより、取得価額より控除し

た圧縮記帳額は、機械装置14百万円及び工具器具備品

15百万円であります。

※２．国庫補助金等の受入れにより、取得価額より控除し

た圧縮記帳額は、機械装置14百万円及び工具器具備品

15百万円であります。

※３．関係会社に係る注記 ※３．関係会社に係る注記

受取手形          29百万円

売掛金        1,204百万円

売掛金 1,080百万円

※４．固定化営業債権

　財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権です。

※４．固定化営業債権

同左

　５．偶発債務

　下記の子会社の銀行借入金等に対し次のとおり保証

をしています。

　５．偶発債務

　下記の子会社の銀行借入金等に対し次のとおり保証

をしています。

台湾ピラー工業

㈱
     27百万円 (  7,600千NT$)

蘇州ピラー工業

有限公司
   24百万円 (  1,600千RMB)

台湾ピラー工業㈱ 4百万円

蘇州ピラー工業有限公司 11百万円

※６．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しています。

なお、当期の末日は金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれています。

 受取手形　　　　　223百万円　

※６．　　　　　　 ──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

製造経費  29百万円

販売費及び一般管理費 　 8

計 38

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

固定資産（建設仮勘定）    7百万円

製造経費    21

販売費及び一般管理費  11

計  40

※２．販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費　　

54.7％、一般管理費45.3％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

※２．販売費と一般管理費のおおよその割合は販売費　　　

　51.0％、一般管理費49.0％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

運賃荷造費    367百万円

従業員給料・賞与 1,024

賞与引当金繰入額 190

役員賞与引当金繰入額 38

退職給付費用 113

役員退職引当金繰入額 22

貸倒引当金繰入額 140

支払手数料 423

減価償却費 48

研究開発費 601

運賃荷造費       343百万円

従業員給料・賞与 1,072

賞与引当金繰入額 168

退職給付費用 101

役員退職引当金繰入額 16

貸倒引当金繰入額 3

支払手数料 429

減価償却費 44

研究開発費 652

※３．研究開発費の総額          601百万円 ※３．研究開発費の総額         652百万円

※４．関係会社に係る注記 ※４．関係会社に係る注記

受取配当金         97百万円 受取配当金 124百万円

　　なお、上記のほか、関係会社との取引により発生した受取

利息、賃貸料収入及びその他の合計額（51百万円）は営

業外収益の100分の10を超えております。

※５．固定資産除却損の主なものは、更新投資による機械

装置の除却によるものです。

　　なお、上記のほか、関係会社との取引により発生した受取

利息、賃貸料収入及びその他の合計額（62百万円）は営

業外収益の100分の10を超えております。

※５．　　　　　　　　 同左

※６．　　　　　　 ────── ※６．固定資産売却益は、機械装置の譲渡によるもので

す。

※７．固定資産売却損は、機械装置の譲渡によるもので

す。

※７．　　　　　　 ──────

※８．固定資産除却損の主なものは、機械装置の除却によ

るものです。

※８．　　　　　　 ──────
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注１、２） 830 17 830 17

合計 830 17 830 17

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加17千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少830千株は、自己株式の売出しによる減少であります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注１、２） 17 6 1 22

合計 17 6 1 22

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 工具器具備品

取得価額相当額         206百万円

減価償却累計額相当額         62

期末残高相当額       143

 工具器具備品

取得価額相当額 228百万円

減価償却累計額相当額 120

期末残高相当額 107

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しています。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内       52百万円

１年超       91百万円

合計       143百万円

１年内 50百万円

１年超 56百万円

合計 107百万円

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しています。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料       34百万円

減価償却費相当額       34百万円

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 56百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっています。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

 前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

項目
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生の主な原因別

の内訳

  

（繰延税金資産）   

未払事業税

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職引当金

減価償却費

ゴルフ会員権

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

    101百万円

223

521

156

54

72

276

1,405

△371

1,033

       －百万円

210

504

205

38

72

247

1,277

△429

848

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金

有価証券評価差額

未収事業税

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

    11百万円

828

-

840

193

11百万円

 329

1

342

505

２．法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内

訳

  

法定実効税率

(調整)

交際費等永久に損金に

算入されない項目

受取配当金等永久に益

金に算入されない項目

住民税均等割

研究費等の法人税額特

別控除

評価性引当額

その他

税効果会計適用後の法

人税等の負担率

40.7％

 

1.1

△1.5

0.7

△1.3

6.7

0.3

46.7

  法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との間の差異が法定

実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しています。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額        879円74銭

１株当たり当期純利益       75円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

１株当たり純資産額 875円23銭

１株当たり当期純利益 44円60銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 1,683 1,116

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,683 1,116

期中平均株式数（千株） 22,319 25,021

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証

券

その他有

価証券

トヨタ自動車㈱ 103,233 513

㈱日阪製作所 210,179 365

㈱キッツ 442,698 261

大日本スクリーン製造㈱ 506,000 212

ダイキン工業㈱ 47,000 201

㈱中北製作所 181,000 161

シーケーディ㈱ 216,929 143

㈱ササクラ 125,000 115

㈱コマツ 22,964 63

㈱三井住友フィナンシャルグループ 93 61

泉州電業㈱　 37,000 60

㈱みずほフィナンシャルグループ(優先

株)　
50 50

その他上場株式（１９銘柄） 235,600 215

その他非上場株式（５銘柄） 14,166 5

計 2,141,912 2,429
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 7,545 100 1 7,645 4,900 248 2,744

構築物 900 － － 900 645 30 255

機械装置 7,242 348 78 7,513 6,005 478 1,507

車両運搬具 35 3 2 36 31 2 5

工具器具備品 1,790 226 30 1,985 1,677 195 308

土地 1,480 1,467 1 2,945 － － 2,945

建設仮勘定 183 2,545 2,146 582 － － 582

有形固定資産計 19,179 4,692 2,260 21,610 13,260 955 8,350

無形固定資産        

ソフトウェア － － － 172 73 48 99

電話加入権 － － － 10 － － 10

無形固定資産計 － － － 183 73 48 109

長期前払費用 24 3 13 13 5 2 8

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

　（注）１．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

機械装置 福知山工場ＰＦ生産設備 63百万円

 九州工場ＰＦ生産設備 32

 福知山工場ＳｉＣ生産設備 13

 研究開発設備 23

 三田工場ＭＳ生産設備 12

 技術試験設備 54

 三田工場ＰＦ生産設備 24

 　 　

土地 福知山土地 1,352百万円

 九州土地 115

 　 　

建設仮勘定 三田工場ＭＳ生産設備 51百万円

 福知山工場ＰＦ生産設備 167

 福知山工場ＳｉＣ生産設備 22

 
福知山工場新棟建築 257

２．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しています。
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【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 322 5 2 18 306

賞与引当金 548 516 548 － 516

役員賞与引当金 38 － 38 － －

役員退職引当金 383 195 74 － 503

　（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は回収による戻入額であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 2

預金の種類  

当座預金 2,159

普通預金 646

定期預金 2,630

小計 5,435

合計 5,438

ロ．受取手形

(a）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ウラヤマ 279

日本エクセル㈱ 221

㈱荏原九州 162

丸信工業㈱ 154

㈱日栄 127

その他 1,828

合計 2,774

(b）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 664

５月 645

６月 564

７月 550

８月 301

９月以降 48

合計 2,774
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ハ．売掛金

(a）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ディ・エス・ファイナンス 724

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 417

みずほファクター㈱ 409

大日本スクリーン製造㈱ 256

三菱重工業㈱ 208

その他 4,335

合計 6,352

（注）㈱ディ・エス・ファイナンス、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱及びみずほファクター㈱に対する売掛金残高は、当社の

一部得意先が支払業務を㈱ディ・エス・ファイナンス、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱及びみずほファクター㈱に委託

するために、買掛債務を譲渡した結果発生した債権であります。

(b）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

7,612 21,559 22,819 6,352 78.23％ 118.5日

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ．たな卸資産

(a）商品・製品・仕掛品

品名 商品（百万円） 製品（百万円） 仕掛品（百万円）

メカニカルシール 0 115 105

グランドパッキン・ガスケット 33 95 123

ピラフロン 12 504 465

合計 46 715 694

(b）原材料

品名 金額（百万円）

特殊綱・カーボン他 148

合金箔・鉛箔・麻糸・ラミヤーン・黒鉛他 79

ステンレス帯鋼・ステンレス鋼板他 8

ふっ素樹脂他 148

合計 385

②　負債の部

イ．支払手形

(a)相手先別内訳
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相手先 金額（百万円）

英和㈱ 16

㈱ネットワイ 11

阪神工業㈱ 9

㈱キーエンス 8

サンクス㈱ 6

その他 63

合計 116

(b）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

平成20年４月 15

５月 37

６月 45

７月 17

合計 116

ロ．買掛金

相手先 金額（百万円）

グローバルファクタリング㈱ 2,170

日高精工㈱ 117

エヌピイ工業㈱ 92

東洋炭素㈱ 75

三井・デュポンフロロケミカル㈱ 60

その他 470

合計 2,986

（注）グローバルファクタリング㈱に対する買掛金残高は、当社の一部仕入先に対する支払業務を、グローバルファ

クタリング㈱に委託し、当該仕入先が当社に対する売掛金債権をグローバルファクタリング㈱に債権譲渡した

結果発生した債務であります。

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 10,000株券　1,000株券

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え  

取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本・支店

野村證券株式会社　　　　全国本・支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所
大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本・支店

野村證券株式会社　　　　全国本・支店

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を

請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに

単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有していません。

　　　２．平成20年６月27日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当社の公告方法は次のとおりとなり

ました。

当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告

をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

　http://www.pillar.co.jp
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第59期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月28日近畿財務局長に提出

(2）有価証券報告書の訂正報告書

　平成19年８月24日近畿財務局長に提出

　事業年度（第59期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(3）半期報告書

　（第60期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月14日近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２８日

日 本 ピ ラ ー 工 業 株 式 会 社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　蔭　山　幸　男

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　目　細　　　実

   

 

監　査　法　人　は　る　か
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　今　澤　光　男

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　白　石　　　実

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ピラー工業株式

会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに連結財務

諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ピラー工業株

式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

  

 
日本ピラー工業株式会社

　取締役会　御中
  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 米　沢　　　顕　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 淺　野　禎　彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日本ピラー工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ピ

ラー工業株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上 

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成１９年６月２８日

日 本 ピ ラ ー 工 業 株 式 会 社

取　締　役　会　 御　中

み　す　ず　監　査　法　人
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　蔭　山　幸　男

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　目　細　　　実

   

 

監　査　法　人　は　る　か
 

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　今　澤　光　男

   

 
指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　白　石　　　実

   

 

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ピラー工業株式

会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の

立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに財務諸表

に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること

を含んでいる。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ピラー工業株式会

社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

 平成20年６月27日

  

 
日本ピラー工業株式会社

　取締役会　御中
  

 あずさ監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 米　沢　　　顕　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 淺　野　禎　彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日本ピラー工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ピラー工

業株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上 

　（注）　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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